
合併処理浄化槽は設置した後も、正常な機能を保つために、定期的な点検と清掃、年に１度の検

査が必要です。

合併処理浄化槽及び高度処理型浄化槽の維持管理にかかる費用について、飯能市では補助金を

交付しています。

●補助金を受けられる条件

飯能市合併処理浄化槽組合に加入していること

●補助金額 ２２，７５０円 （１年間）

●飯能市合併処理浄化槽組合とは

生活排水による川などの水質悪化に対処し、生活環境の保全や公衆衛生を向上するため、

合併処理浄化槽の普及及び適正な保守管理を推進することを目的として設立した組織です。

組合員は、設置者、施工業者、保守点検業者、清掃業者で構成されています。

●組合に加入できる条件

飯能市民（住民登録されている方）で、公共下水道の処理区域外に設置補助金対象の浄化槽

（１０人槽以下）を設置していること。

●組合費

３９，４５０円（1 年間）、入会費：１，０００円（初年度のみ）

●組合による維持管理にかかる費用

●入会受付：毎年 1月～３月末（土日祝除く）

※これ以外の期間は入会することができません。

点 検 清 掃 法定検査

１年間の維持管理費 ６２，２００円
●点検（年４回） ２４，２００円 ●清掃 ３３，０００円 ●法定検査 ５，０００円

３９，４５０円

引用：（財）日本環境整備教育センター書籍「きれいな水のはなし」

２２，７５０円

組 合 員 市 補 助 金


